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第３章 
健康づくりを支援するための環境整備と関係者に期待される

主な役割 

 

１ 連携・協働で進める健康づくりの推進 

健康づくりは、元来、県民一人ひとりが主体的に取り組むものですが、個人の力だけで

達成できるものではありません。個人の力と併せて社会全体として個人の行動変容を支援

していく環境を整備することが重要です。 

このため、県民生活に密接に関連している関係者がそれぞれの特性を活かし、それぞれ

の役割を明確にして連携・協働することにより、効果的に健康づくりに取り組みます。 

 

２ 関係者に期待される主な役割 

（１）個人・家庭 

・年１回の健診（検診）受診 

・正しい知識に基づいた健康づくりの実践 

・家族・隣人・友人等の健康づくりへの支援 

 

（２）地域社会 

・健康づくりを実践する場・機会の提供 

・地域住民への健康づくりの普及啓発活動 

・健診（検診）の受診勧奨への協力 

 

（３）学校 

・ライフステージに応じた生活習慣形成のための健康教育・指導の実施 

・家庭・地域と連携した健康づくりの推進 

 

（４）市町村 

・がん検診・特定健康診査や各種健康増進事業等の実施 

・地域の健康づくり活動の推進体制の構築 

・地域への健康づくり普及啓発 

・地域の健康情報収集及び健康課題分析 

 

（５）保健所 

・管内の健康づくり活動推進のための専門的・技術的支援 

・管内の推進体制の構築 

・管内への健康づくり普及啓発 

・管内の専門的・技術的観点からの健康情報収集及び健康課題分析 
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（６）県 

・県全体の健康づくり活動推進のための総合調整 

・県全体の健康づくり活動の推進体制の構築と関係者の連携の強化 

・県民への健康づくり普及啓発 

・県全体の健康情報収集及び健康課題分析 

 

（７）マスメディア 

・情報の迅速かつ効果的な提供 

 

（８）企業 

・従業員への健康教育、普及啓発の充実 

・法令等に基づく健診（検診）体制の充実や受診勧奨 

・禁煙の推進及び受動喫煙の防止 

・従業員等の健康づくり活動への自発的な取組 

・「健康経営®※」の実践 

・その他健康管理のための福利厚生の充実 

※「健康経営®」とは、従業員の健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践する考え方で、特定非営

利活動法人健康経営研究会の登録商標です。 

 

（９）保険者 

・保険者協議会を通じた連携、情報共有と保健事業の充実・強化 

・特定健康診査・特定保健指導の効果的な実施 

・被保険者、被扶養者の健康の保持、増進 

 

（10）保健医療専門家 

・健康づくりに関する情報提供や相談への対応 

・専門的立場からの保健指導や健康教育への技術的支援及び人財派遣等の支援 

・各種健康づくり事業への支援 

・健診（検診）などの健康づくりサービス提供 

 

（11）関連団体（ボランティア団体、非営利団体等） 

・健康づくりに関する知識や技術の普及啓発活動 

・団体の活動を通じた調査研究 

・他の機関と連携した効果的なヘルスリテラシー向上の普及啓発 

 

 


